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平成３０年第１回与論町議会臨時会会議録  

平成３０年１月１８日（木曜日）午前９時１３分開会 

 

 

１ 議事日程（第１号） 

  第１ 会議録署名議員の指名 

  第２ 会期の決定 

  第３ 議案第１号 平成２９年度与論町一般会計補正予算（第８号） 

  第４ 議案第２号 茶花漁港水産生産基盤整備工事（２９－１工区）に係る工事請負 

           変更契約の締結について 

  第５ 議案第３号 町道路線の一部廃止について 

 

２ 出席議員（１０人） 

   １番 遠 山 勝 也 君     ２番 沖 野 一 雄 君 

   ３番 川 村 武 俊 君     ４番 林   敏 治 君 

   ５番 髙 田 豊 繁 君     ６番 町   俊 策 君 

   ７番 大 田 英 勝 君     ８番 野 口 靖 夫 君 

   ９番 林   隆 壽 君    １０番 福 地 元一郎 君 

 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（７人） 

  町    長  山   元 宗 君   副 町 長  久 留 満 博 君    

教 育 長  町 岡 光 弘 君   総 務 企 画 課 長  沖 島 範 幸 君   

建 設 課 長  大 角 周 治 君   教育委員会事務局長  田 畑 豊 範 君   

教育委員会生涯学習課長  山 下 一 也 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

  事 務 局 長  川 上 嘉 久 君   書 記  喜 村 一 隆 君 
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開会 午前９時１３分 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

○議長（福地元一郎君） ただいまから、平成３０年第１回与論町議会臨時会を開会しま

す。 

   これから、本日の会議を開きます。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（福地元一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、１番、遠山勝也君、５番、髙田豊繁君を指名します。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（福地元一郎君） 日程第２、会期決定の件を議題にします。 

   お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

   御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一朗君） 異議なしと認めます。 

   したがって、会期は本日１日に決定しました。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

 日程第３ 議案第１号 平成２９年度与論町一般会計補正予算（第８号） 

○議長（福地元一郎君） 日程第３、議案第１号、平成２９年度与論町一般会計補正予算

（第８号）を議題とします。 

   本案について、提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第１号、平成２９年度与論町一般会計補正予算（第８号）に

ついて提案理由を申し上げます。 

   歳入といたしまして、財政調整基金繰入金４３７万４０００円を計上しております。 

   次に歳出としまして、土木費港湾管理費３４２万円、教育費町誌編纂費９５万４０

００円を計上しております。 

   歳入歳出予算にそれぞれ４３７万４０００円を追加し、一般会計予算総額４７億４

１８７万２０００円となっております。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

   これから、質疑を行います。 

   ８番。 

○８番（野口靖夫君） 財政調整基金の残額を教えてください。 

○議長（福地元一郎君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 当初予算から第８号までの補正予算後の金額が８億６３

９４万３０００円となっております。 
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○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 事項別明細の最後の７ページの社会教育費の町誌編纂費について

伺います。今回補正で９５万４０００円ということですけど、過去の補正予算では６

月補正で印刷製本費１９０万円減にしているのですが、当初予算は３３７万８０００

円のうち、印刷製本費は３０５万円で６月の補正予算で１９０万円減にされていて、

今回また増になっているのでこのあたりの説明を詳しくお願いします。 

○教育委員会生涯学習課長（山下一也君） 当初おっしゃるとおりの予算で業者さんにお

願いをしたところ、落札価格が予算を減にした金額で出来そうだということで、減額

したのですが、いざ原版が提出されて再度執筆構成員の方々と協議をしたところ、あ

まりにも時代に則していないのではないかということになりました。１点目は、希少

動植物の写真について現在の町誌には白黒で載せてあるのですが、だれが見ても親し

みやすいように現代風にカラー写真に差し替えたほうが良いのではないかとの意見が

でました。また、民謡集で、昔の伝承されている民謡の楽譜をそのままコピーして使

って印刷会社にお願いした結果、音符などが正確に読み取れないということで再度ス

キャンする必要がでてきました。そういった諸々の経費と、図表が町誌は今Ｂ５なの

ですが、Ｂ４にして大き目にしたほうが読み手にもわかりやすいのではないかという

ことで、いろいろ工夫を凝らしてやった結果ページ数も増えました。また、モノクロ

からカラー写真にするということで予算のかかるところと作業時間を費やしたところ

がありまして金額が増額になった次第です。次回の改正版は１０年後になるか２０年

後になるかわからない状況なので、時代に則した町誌を残したほうが与論の史実とし

て残るのではないかという意見がでましたのでこの際、業者さんにも予算はあまりな

いのですがお願いして、より良い与論町誌を増版しようということで今回増額となり

ました。よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 概ね趣旨はわかりました。要するに今回補正することによって変

更契約をされて、今年度中にしっかり完成させるということだと思うのですが町誌の

追録版は当初の予定よりもだいぶ計画は伸びているとは思いますが立派なものができ

あがるように。期間はあまりないようですが大丈夫ですか。 

○議長（福地元一郎君） 山下生涯学習課長。 

○教育委員会生涯学習課長（山下一也君） その件に関しましては、落札業者さんにもし

っかりとお願いをして１月３１日、今月末までには完成を予定しております。 

○議長（福地元一郎君） これで、質疑を終わります。 

   お諮りします。議案第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会付

託を省略したいと思います。 

   御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第１号については、委員会付託を省略することに決定しました。 

   これから、討論を行います。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 
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○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

   これから、議案第１号、平成２９年度与論町一般会計補正予算（第８号）を採決し

ます。 

   お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第１号、平成２９年度与論町一般会計補正予算（第８号）は原案

のとおり可決されました。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

 日程第４ 議案第２号 茶花漁港水産生産基盤整備工事（２９－１工区）に係る工事請 

            負変更契約の締結について 

○議長（福地元一郎君） 日程第４、議案第２号、茶花漁港水産生産基盤整備工事 

（２９－１工区）に係る工事請負変更契約の締結についてを議題とします。 

   本件について、提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（山 元宗君）  議案第２号、茶花漁港水産生産基盤整備工事（２９－１工区）に

係る工事請負変更契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

茶花漁港水産生産基盤整備工事（２９－１工区）について、工事請負業者、株式会

社浦口建設、代表取締役浦口盛義と工事請負変更契約を締結したいので、与論町議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年与論町条例

第１８号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

   御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし 

ます。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

   これから、質疑を行います。 

   ８番。 

○８番（野口靖夫君） 工事の進捗状態も良く非常に素晴らしい方向に進んでいると感じ

ております。去年までの議会と執行部の議論の中で特に留意された点と、工事内容に

ついての概略を聞かせていただきたい。 

○議長（福地元一郎君） 大角建設課長。 

○建設課長（大角周治君） 平成２６年度に始まり、平成３０年度で無事に終わる予定と

しております。前年からの議会と執行部とのやりとりでは、建設課としましては施工

計画書通りにやっているか施工状況を随時監督しながら、その通りやっているかとい

うことを力を入れてやっています。契約方法も県に準じた方法でやっていく取組をし

ています。今回の工事概要は、参考資料がございますが、変更前の当初設計図面と比

べていただいて緑の部分から赤く塗り替えたところが今回の変更部分です。主なもの

として、本体工の部分とブロックの水中部分の取付設置のところが今回増額となって

います。この漁港については出入口が一か所で陸からしか入れないので４０００万円

という多額な変更増になります。今回は株式会社浦口建設さんとの契約を結んでいる

のですが増額する内容での変更契約に至っています。 
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○議長（福地元一郎君） これで、質疑を終わります。 

   お諮りします。議案第２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会付

託を省略したいと思います。 

   御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第２号については、委員会付託を省略することに決定しました。 

   これから、討論を行います。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

   これから、議案第２号、茶花漁港水産生産基盤整備工事（２９－１工区）に係る工

事請負変更契約の締結についてを採決します。 

   お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第２号、茶花漁港水産生産基盤整備工事（２９－１工区）に係る

工事請負変更契約の締結については可決されました。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

 日程第５ 議案第３号 町道路線の一部廃止について 

○議長（福地元一郎君） 日程第５、議案第３号、町道路線の一部廃止についてを議題と

します。 

   本件について、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３号、町道路線の一部廃止について提案理由を申し上げま

す。 

   本路線は、町道整備事業等により整備された道路でありますが、県営農地整備事業

のため、道路法第１０条第３項の規定により、町道路線の一部を廃止するものです。 

   御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

   これから、質疑を行います。２番。 

○２番（沖野一雄君） 町道を廃止して県営農地事業に移行するという説明でしたが、具

体的には県営農地整備事業はいつなのか、また整備計画をお聞きします。 

○議長（福地元一郎君） 大角建設課長。 

○建設課長（大角周治君） 平成２９年度で対応することを考えています。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 県営事業ですが、町側の負担もあるわけなのですが、予算化はさ

れていますか。 

○議長（福地元一郎君） 大角建設課長。 

○建設課長（大角周治君） これは、与論町の負担はございません。 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 
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   お諮りします。議案第３号は、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託

を省略したいと思います。 

   御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第３号については、委員会付託を省略することに決定しました。 

   これから、討論を行います。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

   これから、議案第３号町道路線の一部廃止についてを採決します。 

   お諮りします。本件は可決することに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第３号、町道路線の一部廃止については可決されました。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

○議長（福地元一郎君） これで本日の日程は、全部終了しました。 

   会議を閉じます。 

   平成３０年第１回与論町議会臨時会を閉会します。 

- - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - 

閉会 午前９時３４分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

    与論町議会議長  福地元一郎 

 

 

 

    与論町議会議員  遠山勝也 

 

 

 

    与論町議会議員  髙田豊繁 


